
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２４年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 総務費 1. 男女平等参画推進事業

1. 総務管理費

20.男女平等参画推進費 自治人権推進課

（佐倉市）　　

0

平成24年度 0

臨時 単独 973 48 0
平成25年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

1,021 1,021

528 528

男女平等参画社会の実現のため、佐倉市男女平等参画審 男女共同参画社会基本法及び佐倉市男女平等参画推進条 男女平等参画審議会により、基本計画に基づき実施され

議会及び専門部会を開催し、市の施策の総合的かつ計画的な推進に関し 例に定められた男女の人権の尊重、政策・方針決定の場への男女平等参 る関連施策を推進する場が確保される。

必要な事項を審議する。 画、家庭生活とその他の活動の両立、制度や慣行への配慮等を具体的に

進めるため、基本計画の推進と併せ必要な事項の審議・研究等を行う。

審議会での提言等を市施策に具体的に反映させる

仕組みの構築が必要だが、市民部所属という位置づけでは実行性の確保

が難しく苦慮している。

01 276 466 △190

08 32 110 △78

09 22 37 △15

11 15 20 △5

12 16 16 0

13 167 324 △157

差引一般財源 1,021 528 973 △445


